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調査の概要

■調査の目的
　「田尻町人権行政推進基本方針・基本計画」を策定するにあたり、人権問題に関する町民の意識や

実態を把握し、今後の目標や施策を策定するための基礎資料とすることを目的として、町民意識調査

を実施しました。また、併せて町職員を対象に調査を実施しました。

■町民意識調査の概要
●調査対象 18歳以上の町民（令和3年10月1日現在）1,500人
●抽出方法 住民基本台帳から無作為抽出
●調査方法 郵送による調査票の配布、郵送による回収及びインターネット回答
●調査期間 令和3年  11月16日～ 12月7日

　 性 別 　 　 年 齢 　

標本数

町民意識調査 1,500 件 551 件（36.7％） 1件 550 件（36.7％）

回収数（率） 無効数 有効回収数（率）

※図中の「n」は、集計対象者の人数をさします。「％」は、四捨五入の関係で合計が 100％にならないことがあります。複数回答の
設問では合計が 100％を超えます。

※選択肢のうち「その他」「わからない」「無回答」を省略している場合があります。

※この概要版には、町民意識調査の結果のみ掲載しています。

■回収結果

■回答者の属性

男性
42.9%

女性
55.8%

（自由にお書きください）
0.5%

無回答
0.7%

(n=550)

18、19歳 1.8%

20～29歳 5.6%

30～39歳
11.8%

40～49歳
16.2%

50～59歳
18.7%

60～69歳
16.9%

70～79歳
18.7%

80歳以上
9.6%

無回答
0.5%

(n=550)
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　「人権」と聞いたときに思いうかべる言葉は、「平等」（68.2％）と「権利」（66.4％）をあげる人が

多くなっています。次いで、「差別」（56.7％）、「自由」（39.6％）の順となっています。

１「人権」と聞いて思いうかべる言葉

①知っている人権問題と
　　特に深刻だと思う問題

　様々な人権問題のなかで少しでも知っ

ている人権問題について「女性の人権問

題」と「子どもの人権問題」を約 8 割の

人が、「障害者の人権問題」と「部落差別（同

和問題）」を 7割以上の人があげています。

　特に深刻な人権問題を 3 つまであげて

もらったところ、「子どもの人権問題」「イ

ンターネットにおける人権侵害」「女性の

人権問題」をあげた人が 3 割を超えてい

ます。

２ 様々な人権問題について
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81.3

79.8

76.2

75.1

64.7

64.0

61.6

52.0

50.7

50.0

46.5

45.5

45.3

43.6

42.7

42.2

42.0

37.8

34.7

30.2

43.3

26.4

15.1

20.5

34.7

17.3

7.6

9.3

13.5

8.5

4.5

9.8

3.8

8.0

2.2

0.7

2.5

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性の人権問題

子どもの人権問題

障害者の人権問題

部落差別（同和問題）

セクシュアル・ハラスメント、
パワー・ハラスメント

インターネットにおける人権侵害

高齢者の人権問題

性的マイノリティの人権問題

新型コロナウィルス感染症感染者や回復者
並びに医療従事者等及びその家族の人権問題

マスメディア（テレビ、ラジオ、
新聞、雑誌）による人権侵害

職業や雇用をめぐる人権問題

日本に居住している外国人の人権問題

こころの病（うつ病、依存症など）
に関する人権問題

ヘイトスピーチ

犯罪被害者やその家族の人権問題

HIV陽性者、ハンセン病回復者
及びその家族の人権問題

アイヌの人々の人権問題

刑を終えた人やその家族の人権問題

ホームレスの人権問題

少しでも知っている人権問題(n=550)
特に深刻な人権問題（3つを選択）(n=550)
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②主な人権問題に関する意識
　主な人権問題について、具体的な例をあげ、人権上問題があることに対する意識をたずねました。

　 女 性 の 人 権 　

　人権上問題があると認識する人は、

「(1) セクシュアル・ハラスメント、マ

タニティ・ハラスメントなど女性を理

由にした嫌がらせがあること」「(2) 仕

事の採用、昇進、賃金に男女で格差が

あること」が約 8 割なのに対して、

「（4）会議や話し合いの場で女性の意

見が軽んじられること」ではやや少な

くなっています。

　 子 ど も の 人 権 　

　総じて人権上問題があると認識する

人が多く、特に「(1) 子ども同士で「仲

間はずれ」や「無視」などのいじめが

おこっていること」が多くなっていま

す。「教育の場において体罰や性被害

を受けている子どもがいること」では

やや少なくなっています。

　 高 齢 者 の 人 権 　

　「(4) 高齢者をねらった振り込め詐欺

や悪徳商法がおこっていること」に対

しては 8 割を超える人が人権上問題が

あると認識していますが、「（3）認知

症の高齢者が部屋から出られないよう

に、外側からカギをかけること」では

約 6割にとどまっています。

(1)
セクシュアル・ハラスメント、マタ
ニティ・ハラスメントなど女性を理
由にした嫌がらせがあること

(2) 仕事の採用、昇進、賃金に男女で格差があること

(3) お茶くみや雑用は女性がやるものだと思われていること

(4) 会議や話し合いの場で女性の意見が軽んじられること

(5)
さまざまな方針決定など重要なこと
を決める会議や場面に参画する女性
が少ないこと

(n=550)

56.9

48.0

46.2

34.7

37.5

23.1

30.5

27.8

28.5

36.7

80.0

78.5

74.0

63.2

74.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(1) 子ども同士で「仲間はずれ」や「無視」などのいじめがおこっていること

(2) 保護者による不適切な養育を受けている子どもがいること

(3) 教育の場において体罰や性被害を受けている子どもがいること

(4) 生まれ育つ家庭環境によって学習機会が保障されていない子どもがいること

(5)
性的な目的のために子どもの裸の写
真をやりとりしたり、子どもを性的
な対象としたりすること

(n=550)

58.0

54.4

53.6

51.3

62.7

25.1

23.6

21.1

26.9

16.9

83.1

78.0

74.7

78.2

79.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(1) 必要な介護サービスの利用を妨げたり、世話をしなかったりすること

(2)
本人の同意なしに高齢者の財産やお
金を使ったり、本人が自分のお金を
使うことを制限したりすること

(3) 認知症の高齢者が部屋から出られないように、外側からカギをかけること

(4) 高齢者をねらった振り込め詐欺や悪徳商法がおこっていること

(5) 年齢を理由とした就業の制限があること

(n=550)

46.0

47.3

32.0

66.9

31.3

28.9

26.5

28.2

19.6

34.5

74.9

73.8

60.2

86.5

65.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う どちらかと言
えばそう思う
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　 障 害 者 の 人 権 　

　「(2) 仕事に就く機会が少なく、また、

障害のある人が働くための職場の環境

整備が十分でないこと」「(1) 偏見や差

別的な言葉を言われたり、まちなかで

じろじろ見られたりすること」では、

人権上問題があると認識する人が 8 割

を超えていますが、この 2 項目に比べ

て他の 3 項目の認識はやや低くなって

います。

　 部 落 差 別 （ 同 和 問 題 ）　

　「(6) インターネット上に誹謗中傷等

や同和地区の所在地リストや動画・写

真などが掲載されること」「(5) 結婚し

たい相手が同和地区出身であることを

理由に周囲から反対されること」の 2

項目は、7 割前後の人が人権上問題が

あるという認識です。

　女性、子ども、高齢者、障害者の人

権に比べると総じて認識が低い傾向が

みられます。

　 外 国 人 の 人 権 　

　「(1) 就職や仕事の内容・待遇で不利

な条件に置かれていること」「(5) 特定

の人種や民族の人々を排斥する不当な

差別的言動（ヘイトスピーチ）がある

こと」など、人権上問題があるという

認識をもつ人が最も多い項目で 6 割台

半ばとなっており、他の人権問題に比

べると総じて認識が低い傾向がみられ

ます。

(1) 偏見や差別的な言葉を言われたり、まちなかでじろじろ見られたりすること

(2)
仕事に就く機会が少なく、また、障
害のある人が働くための職場の環境
整備が十分でないこと

(3)
障害のない子どもたちと一緒に学ぶ
環境整備など、学校の受け入れ体制
が十分でないこと

(4)
子どもの保護者が、我が子に対して、
障害がある子どもとつきあわないよ
うに言うこと

(5) 障害のある人の意見や行動が尊重されないこと

(n=550)

52.5

43.5

37.8

52.4

45.3

28.5

39.1

34.9

21.5

28.2

81.0

82.6

72.7

73.9

73.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(1) 就職のときや職場で不利な扱いを受けること

(2)
地域の活動や地域でのつきあいで避
けられたり、嫌がらせを受けたりす
ること

(3) 身元調査をされること

(4) 行政機関や不動産取引業者に「どこが同和地区なのか」と問い合わせること

(5) 結婚したい相手が同和地区出身であることを理由に周囲から反対されること

(6)
インターネット上に誹謗中傷等や同
和地区の所在地リストや動画・写真
などが掲載されること

(n=550)

44.9

42.5

45.5

39.1

44.5

53.3

21.1

22.7

21.6

23.5

24.0

17.8

66.0

65.2

67.1

62.6

68.5

71.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(1) 就職や仕事の内容・待遇で不利な条件に置かれていること

(2) 結婚相手やパートナーとの交際で周囲から反対を受けること

(3) 子どもに対して、自国の文化や生活習慣に合った教育が行われにくいこと

(4)
文化や生活習慣の違いを理由として
避けられたり、嫌がらせを受けたり
すること

(5)
特定の人種や民族の人々を排斥する
不当な差別的言動（ヘイトスピーチ）
があること

(6) 政治に意見が十分反映されないこと

(n=550)

32.9

28.5

22.5

33.8

42.4

26.9

33.3

27.6

29.1

28.5

23.6

30.4

66.2

56.1

51.6

62.3

66.0

57.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う どちらかと言
えばそう思う
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性的マイノリティの人権

　人権上問題があるという認識をもつ

人が最も多い項目は、「(2) 仕事で不利

な扱いを受けたり、学校や職場などで

からかいやいじめの対象になったりす

ること」（69.3％）で、7 割を超える

項目はありません。外国人の人権に次

いで認識が低い傾向がみられます。

インターネットにおける人権侵害

　プライバシーの暴露や誹謗中傷、

フェイクニュース（真実ではない情報）

の拡散など、すべての項目に対して、

人権上問題があるという認識をもつ人

は 8 割前後と多く、インターネット上

で様々な人権侵害が起こっているとい

う認識は高くなっています。

　「人権」についてのふだんどのように意

識しているかについては、「大切なことだ

と思うが、ふだんはあまり意識しない」

（56.7％）が半数を超えており、次いで「誰

もが考えるべき大切なことだと思う」

（34.2％）が多くなっています。

３「人権」についてのふだんの意識

(1) 多様な性のあり方や性的マイノリティへの理解と認識が不足していること

(2)
仕事で不利な扱いを受けたり、学校
や職場などでからかいやいじめの対
象になったりすること

(3) 性的マイノリティに対する相談や支援体制が十分でないこと

(4)
本人が望んでいないのに、自らの性
的指向や性自認を他者に広められる
こと（アウティング）

(5) パートナーがいても、婚姻と同等に扱われないこと

(n=550)

36.5

39.5

34.0

44.2

34.9

30.7

29.8

29.1

20.9

25.1

67.2

69.3

63.1

65.1

60.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(1) 他人のプライバシーに関する情報や誹謗中傷する情報が掲載されること

(2) フェイクニュース（真実ではない情報）や誤った情報が拡散されること

(3)
SNS（LINE や Twitter など）による
交流が犯罪を誘発する場となっている
こと

(4)
子どもたちの間で、インターネット
を利用した「いじめ問題」が発生し
ていること

(5) 差別を助長するような情報が掲載されること

(6) わいせつな画像や残虐な画像などの情報が掲載されること

(n=550)

66.4

64.4

58.9

62.5

57.5

63.5

17.8

18.5

21.1

18.9

20.9

18.7

84.2

82.9

80.0

81.4

78.4

82.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う どちらかと言
えばそう思う

誰もが考える
べき大切なこと
だと思う
34.2%

大切なことだと思うが、
ふだんはあまり意識しない

56.7%

自分には関係がないと思う 1.1%

きれいごとや建て前の話だと思う 2.9%

「人権」と聞くとめんどうなものだと感じる 0.7% その他 0.5%

無回答 3.8%

(n=550)
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　もしも自分の子どもが結婚しようとす

る相手が、被差別部落（同和地区）出身

者であるとわかったときの対応について

は、「子どもの意思を尊重し、結婚に賛成

する」が約 4 割で最も多いですが、「反対

だが、子どもの意思であれば、やむを得

ないと思う」という人が約 2 割となって

います。「結婚には反対する」と回答した

人と合わせると 4 人に 1 人は反対の意識

をもっています。

　また、「わからない」と態度を決めかね

る人が約 3割と多くみられます。

４ 被差別部落（同和地区）出身者との結婚

　部落差別（同和問題）の解決については、

「解決に向けて自分にできることは取り組

みたい」と前向きな姿勢の人は 2 割に満

たず、「自分だけではどうしようもない問

題だ」（44.2％）と「何もしなくても自然

になくなる」（10.4％）を合わせると半数

を超えています。

　また、「わからない」という回答も 2 割

を超えています。

５ 部落差別（同和問題）の解決について

子どもの意思を
尊重し、結婚に
賛成する
41.8%

反対だが、子どもの意思で
あれば、やむを得ないと思う

19.8%

結婚には
反対する
6.0%

わからない
29.1%

無回答 3.3%

(n=550)

解決に向けて
自分にできることは
取り組みたい
17.8%

自分だけでは
どうしようも
ない問題だ
44.2%

何もしなくても
自然になくなる

10.4%

自分には
関係がない 2.2%

わからない
22.4%

無回答 3.1%

(n=550)
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　人権や差別をめぐるいろいろな考え方についてたずねてみました。

　「(1) 差別は人間として恥ずべき行為であり、私たち一人ひとりが差別しない人にならなければなら

ない」（91.6％）、「(12) 就学前の小さな子どもの頃から生涯にわたり、学校、地域、職場などで人権

教育を受けることは大切だ」（81.8％）、「(5) 差別をなくすために、行政は努力する必要がある」

（81.4％）、「(3) 差別問題に無関心な人にも、差別問題についてきちんと理解してもらうことが必要で

ある」（81.2％）などに対しては、人権問題の解決に対して前向きな考え方が多くを占めています。

　その一方で、「（13）権利ばかり主張してわがままな人が増えている」（68.4％）、「（6）どのような

手段を講じても、差別を完全になくすことは無理だ」（62.9％）など、人権問題に対して消極的な態

度もうかがえます。
※数字は「そう思う」と「どちらかと言えばそう思う」の合計。

６ 人権や差別をめぐる考え方

(1) 差別は人間として恥ずべき行為であり、私たち一人ひ
とりが差別しない人にならなければならない

(2) 差別されている人は、まず、自分たちが世の中に受け
入れられるよう努力することが必要だ

(3) 差別問題に無関心な人にも、差別問題についてきちん
と理解してもらうことが必要である

(4) 差別の原因には、差別される人の側に問題があること
も多い

(5) 差別をなくすために、行政は努力する必要がある

(6) どのような手段を講じても、差別を完全になくすこと
は無理だ

(7) 差別を受けてきた人に対しては、行政の支援が必要だ

(8) 差別に対して抗議や反対をすることによって、かえっ
て問題が解決しにくくなる

(9) 差別は法律で禁止する必要がある

(10) 差別を受けた人との交流や協働を進めていくことは重
要である

(11) 人権問題とは、差別を受ける人の側の問題であって、
自分には関係がない

(12) 就学前の小さな子どもの頃から生涯にわたり、学校、
地域、職場などで人権教育を受けることは大切だ

(13) 権利ばかり主張してわがままな人が増えている

(14) 個人の権利より、地域のみんなの利益を優先すること
が大切だ

(15) 福祉制度など行政に頼るより、個人がもっと努力すべきだ

(n=550)

65.665.6

15.515.5

43.643.6

10.410.4

48.948.9

26.226.2

27.527.5

15.815.8

24.424.4

31.531.5

3.63.6

51.351.3

36.436.4

14.514.5

12.212.2

26.0

28.4

37.6

22.9

32.5

36.7

38.4

24.9

24.2

38.7

6.7

30.5

32.0

24.7

23.8

2.4

22.5

7.5

25.8

6.7

10.9

12.0

18.5

15.6

8.5

23.1

4.2

11.5

22.2

28.0

1.3

20.4

2.5

25.8

2.4

11.5

5.5

18.5

12.0

2.7

53.8

3.5

6.7

15.8

18.4

2.5

9.8

5.8

12.7

6.9

11.8

13.1

19.1

21.1

15.6

9.6

7.6

10.4

20.2

14.9

2.2

3.5

2.9

2.4

2.5

2.9

3.6

3.1

2.7

2.9

3.1

2.9

3.1

2.5

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う どちらかと言えば
そう思う

どちらかと言えば
そう思わない

そう思わない わからない 無回答
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　法律や条例の認知状況では、「内

容（趣旨）を知っている」と「ある

ことは知っている」の合計が最も多

いのは「(1) 世界人権宣言」（77.5％）

で、次いで「(4) 持続可能な開発の

た め の 目 標（SDGs）」（60.6％）、

「(2) 国際人権規約」（52.5％）と続

いています。ただし、「内容（趣旨）

を知っている」人が最も多いのは

SDGｓです。

　「(6) 障害者差別解消法」「(7) ヘ

イトスピーチ解消法」「(8) 部落差

別解消推進法」は、いずれも2016（平

成 28）年に施行された法律ですが、

「知らない」の回答が約半数を占め

ています。

７ 法律や条例の認知状況

　田尻町では、人権問題の解決に向けた様々な取り組みを行っています。それらのうち最も多く見聞

きされているのは「(3) 広報たじり、公共施設に備え付けのちらしやパンフレットなど」（58.2％）です。

次いで「(2) 街頭での啓発、町内掲示板や公共施設内での啓発ポスターの掲示」（41.2％）となってい

ます。
※数字は「よく見聞きする」と「たまに見聞きする」の合計。

８ 田尻町の取り組みの認知状況

(1) 世界人権宣言

(2) 国際人権規約

(3) 人権教育のための世界プログラム

(4) 持続可能な開発のための目標（SDGs）

(5) 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

(6) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）

(7)
本邦外出身者に対する不当な差別的
言動の解消に向けた取組の推進に関
する法律（ヘイトスピーチ解消法）

(8) 部落差別の解消の推進に関する法律（部落差別解消推進法）

(n=550)

11.311.3

6.56.5

2.5

27.327.3

5.35.3

8.78.7

4.74.7

8.98.9

66.2

46.0

21.8

33.3

40.4

34.9

40.2

42.9

19.8

43.8

72.0

36.0

49.8

52.5

51.6

45.1

2.7

3.6

3.6

3.5

4.5

3.8

3.5

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

内容（趣旨）を知っている あることは知っている 知らない 無回答

4.74.7

7.67.6

16.416.4

4.24.2

6.26.2

5.15.1

17.5

33.6

41.8

12.9

18.4

12.4

31.6

27.1

19.1

29.3

23.8

20.2

43.1

28.9

19.8

49.3

48.4

58.4

3.1

2.7

2.9

4.4

3.3

4.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

よく見聞きする たまに見聞きする あまり見聞きしない ほとんど見聞きしない 無回答

(1) 田尻町人権擁護に関する条例

(2) 街頭での啓発、町内掲示板や公共施設内での啓発ポスターの掲示

(3) 広報たじり、公共施設に備え付けのちらしやパンフレットなど

(4) ホームページによる情報発信

(5) 講演会・講座・研修会

(6)
本人通知制度（戸籍謄本や住民票を
第三者に交付したときに事前に登録
した本人にお知らせする制度）

(n=550)
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　回答者のうち約 1 割が人権侵害事象を受けた経験があると回答しており、受けた分野では、「セク

シュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント」（41.9％）が最も多く、次いで「女性の人権問題」

（32.3％）となっています。他にも様々な分野の人権侵害事象の経験があげられています。

　また、受けた人権侵害事象のなかで最も深刻であった分野についても、「セクシュアル・ハラスメ

ント、パワー・ハラスメント」と「女性の人権問題」が多くなっています。

　こうした人権侵害事象を受けた際の対応で、最も多いのは「我慢した」（45.2％）です。「相談した」

（33.9％）よりも我慢した人の方が多くなっています。「相手に抗議、反論した」のは約 2割です。

９ 人権侵害事象を受けた経験について

受けた人権侵害事象の分野 人権侵害事象を受けた際の対応

41.9

32.3

17.7

16.1

9.7

9.7

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

3.2

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

8.1

29.0

17.7

4.8

6.5

1.6

3.2

6.5

3.2

1.6

1.6

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.5

0% 20% 40% 60%

セクシュアル・ハラスメント、
パワー・ハラスメント

女性の人権問題

こころの病に関する人権問題

職業や雇用をめぐる人権問題

高齢者の人権問題

障害者の人権問題

子どもの人権問題

日本に居住している外国人の人権問題

インターネットにおける人権侵害

マスメディア（テレビ、ラジオ、
新聞、雑誌）による人権侵害

新型コロナウィルス感染症感染者や回復者
並びに医療従事者等及びその家族の人権問題

刑を終えた人やその家族の人権問題

部落差別（同和問題）

アイヌの人々の人権問題

性的マイノリティの人権問題

ＨＩＶ陽性者、ハンセン病回復者
及びその家族の人権問題

犯罪被害者やその家族の人権問題

ヘイトスピーチ

その他
(n=62)
最も深刻だった分野(n=62)

45.2

33.9

21.0

3.2

8.1

12.9

0% 20% 40% 60%

我慢した

相談した

相手に抗議、反論した

訴えた

その他

無回答 (n=62)
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　人権問題解決のために田尻

町が取り組むべきことでは、

「学校における子どもたちへ

の 人 権 教 育 を 推 進 す る」

（58.0％）が突出して多くなっ

ていますが、メディアリテラ

シーの支援や情報発信・啓発

活動、相談体制などの取り組

みに対しても一定割合の人が

あげています。

10 人権問題解決のために田尻町が取り組むべきこと

　人権問題解決のために自身ができるこ

とについては、「人権について関心をもち、

学ぶ機会をつくる」（37.6％）と「差別や

偏見と感じたことを家族や友人と話す機

会をつくる」（35.1％）の 2項目が多くあ

げられています。

　一方、「わからない」が約 2 割、「特に

ない」が 1割弱となっています。

11 人権問題解決のために自身ができること

58.0

28.4

25.8

25.8

23.3

21.8

20.2

19.6

17.1

9.8

9.1

8.9

8.2

13.8

2.4

0% 20% 40% 60% 80%

(n=550)

学校における子どもたちへの人権教育を推進する

あふれる情報をうのみにせず、さまざまな角度から確認
して主体的に正しい情報を把握しようとする力（メディ
アリテラシー）を町民が身につけられるよう支援する

町が行う人権に関する講演会や講座、
広報たじりや町ホームページの内容を充実する

相談窓口の拡充、相談方法の
多様化など相談体制を充実する

行政や企業、団体、学校、地域の人が
一体となって取り組みを促進する

職場での人権研修等が充実するよう働きかける

映画会、コンサート等、誰もが参加
しやすいように工夫をする

町職員を対象とする人権研修を充実する

広く住民に、インターネット上の
人権侵害についての情報発信、啓発を行う

人権侵害を受けた人を救済するための
法律の制定に向けて国に要望する

人権に関する図書・資料・情報を
収集し、住民の利活用を促進する

人権問題にかかわる活動グループを育成・支援する

フィールドワークや当事者の話を聞く機会を多くする

わからない

特に取り組む必要はない

37.6

35.1

16.2

13.1

10.5

9.3

1.3

20.4

8.5

0% 20% 40%

人権について関心をもち、
学ぶ機会をつくる

差別や偏見と感じたことを
家族や友人と話す機会をつくる

当事者から話を聞くなど、
理解するように努める

人権講演会などに
積極的に参加する

一緒に学ぶ仲間をつくる

差別や偏見の言動に
対して注意や抗議をする

その他

わからない

特にない (n=550)
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誰もが大切にされる心豊かなまちづくりのためのアンケート調査

性的マイノリティ

　私たちの「性」には、からだの
性だけでなく心の性、

好きになる性、見た目や言動
で表す性など様々な要

素があり、その組合せによっ
て多様な性のありよう

が存在するとされています。
このように「性」を広

くとらえて人間の性にかかわ
る現象すべてを含むも

のとして「セクシュアリティ
」という言葉が使われ

ます。

性の多様性は、LGBTなどのマ
イノリティ（少数者）

だけでなく、すべての人にか
かわることから、最近

では、誰もがもつ性的な属性
を表す言葉として、性

的指向（Sexual orientation 好
きになる性）と性自認

（Gender identity 心の性）の
頭文字からつくられた

「SOGI」（ソジまたはソギ）が
、使われるようになっ

てきています。

様々なハラスメント
他人に対して意図的に、あるいは意図せず不快感

を与えたり、困らせたりする嫌がらせは、人権侵害にあたります。職場の「いじめ・嫌がらせ」の相談件数が急増していることを背景に、事業主に対してハラスメント防止対策を義務づける法改正が行われるなど社会的にも大きな問題となっています。
　性的な言動で相手を不快にさせる「セクシュアル・ハラスメント」のほかに、地位や立場の優位性を利用して相手に精神的・身体的苦痛を与える「パワー・ハラスメント」、妊娠・出産・育児を理由とする嫌がらせや不利益な取り扱いを行う「マタニティ・ハラスメント」、男性の育児参加を阻害する「パタニティ・ハラスメント」など、様々なハラスメントが起きています。

を与えたり、困らせたりする嫌がらせは、人権侵害にあたります。職場の「いじめ・嫌がらせ」の相談件数が急増していることを背景に、事業主に対してハラスメント防止対策を義務づける法改正が行われるなど社会的にも大きな問題となっています。

メディアと人権

インターネット上
で起こっている誹

謗中傷やプラ

イバシーの暴露、
SNS での仲間外し

などは、重大な

人権侵害ですが、
そうした明らかな

ものだけでなく、

テレビ、新聞、雑
誌、広告などあら

ゆるメディアか

ら発信される情報
は、無意識のうち

に人権侵害や差

別につながる場合
があります。

　情報は発信者に
よって編集された

ものであり、あ

りのままの事実で
あるとは限りませ

ん。何らかの価

値観や場合によっ
ては偏見にもとづ

いて構成されて

いることもあるの
で、何が事実で、

どこが誇張され

ているのか、その
情報の背景などに

も思いを巡らせ

てみる姿勢が大切
です。

人権トピックス


